












林業指導所の繊維板中間試験工場の原価分析
経画課  森 山 誠 信

  原価分析の焦点は、原価の低下をもたらす可能性のある諸要素を把握して、多角的な面
から分析して、原価低下の可能性の有無を検討することに置かれなければならないであろ
う。
  これから述べんとするものは、当所に於ける中間試験工場である、繊維板工場の生の数
字に基く原価分析の結果である。当所の中間試験工物の特徴は、単なる技術の実験室では
なく、また優秀なる品質の製品を生産するだけでは意味がなく、それが低原価で作られる
ような、種々なる条件を研究することにあると考えられる。このような点に新しい研究機
関としてこの性格を作りあげてゆかなければ、近代工業に適応しうる研究成果の意義が失
われてゆくのではないかと思われる。
  27 年中間試験工場が建設に着手されて以来約 3 年本格的には 29 年 4 月から操業がなさ
れて、多くの試験成果の資料が発表されて来たが、未だ製造原価の分析した資料が発表さ
れていないので、これが遅きに失したる感じがしないではない。しかし生産に用いられる
諸費用は、企業種類や経営政策によって費用の変化に特徴があるものなので、この費用の
性格 ― 即ち繊維板工業に於ける費用の性格 ― を観察し把握しなくては、信頼の於ける
原価分析が行い得ないものと考えられる。この原価分析はこの意味に於いて、費用性格の
把握に於いては期間的に充分とは言い難いが、特殊なる化学工業と異なり繊維板工業の生
産過程、製造工程が比較的単純なため、これに伴う諸費用の性格も単純なものと思われる。
総括的な観察から個々の費目の考察に分析を進めてゆこう。
  繊維板工場
    生産設備の概要

  繊維板工場の原価分析
  原価分析の基礎となった数字は、中間試験工場に費やされた数字を用いており、仮定、
推定の数字は全く含まれていない。
  工場はパルプ、製板の両工場よりなり、補助経営部門たるボイラー、金工、営繕等の部
門は既存の設備を利用しており、消費額はそれぞれの適当な配賦基準に基いて配賦されて
いる。
  次に掲げた表は 29 年 4 月 1 日より 29 年 12 月 27 日迄の間の中間試験に費やされた費用
であり、研究的な目的に費やされた費用も一部含まれている。
  分析の対象は製造の原価のみに止め、管理費及び販売費は夫々の企業によって相異があ
るので除外し、原価要素別に分類、集計してこれを費用性格に基いて固定費と変動費に区
分した。原価要素を固定費と変動費に分解する場合であるが、これを正確に分解すること
は中々と困難で、この二つの分類だけでは個々の費用



の性格を決めるのは正しい分類法ではないが、一応両費の分解の基準として、逓減性の強
いものは固定費に、逓増性の強いものはこれを変動費とした。

第一表     製  造  原  価  内  訳
         29 年 4 月より  29 年 12 月迄                   林業指導所  繊維板工場



  繊維板工場の操業度は、パルプ工場に於ける蒸解釜数に基準を設けてこの可能限界―可
能蒸解釜数― を 1 日 24 時間運転で 25 釜 1 ヶ月間の可能実働日数を 25 日とみた。これに
基いて操業度を計算すると 29 年 4 月より 12 月迄の蒸解可能釜数 5.625 釜、蒸解釜数2.641
釜で、従って操業度は
          2.641  

×100＝46.9
          5.625
46.9％である。
  第二表
    生産状況

  この操業度 47％に於ける原価構成を基礎として分析考察を進めてゆく。（第一表、第二表
参照）
  29 年 4 月より 12 月までの生産量（二表）は 47.631 坪製造費の合計は（一表参照）
33.556.863 円でこのうち 15.262.881 円が固定費で一ヶ月当りは約 1.695.000 円である。変
動費についてみると、18.293.982 円で製品単位当り変動費は約 383 円で変動費の内各費用
の占める原価及び比率は一表の通りである。
  また、操業度 47％に於ける製品単位当りの固定費は 320 円になり、一坪当り製造原価は、
操業度 47％で 709 円 98 である。従って一般管理費、販売費を加算すると原価は上昇する。
  一般に製造原価を低下せしめる方法として考えられるのは、経済状勢、それぞれの業種
などによって異なるが、生産量を増加して単位当りの原価の低下を図る方法と生産量を据
え置いて、単位当りの変動費の低下と固定費の節減とにより原価を低下せしめる二つの方
法が考えられている。これら二つの方法は適用される対象によって異なってくる。
  原価を低下せしめなければならないという強い要求は、工場が常に希望される操業度が
維持されておりながら、その上に尚原価を低下せしめようということから生れてくる。し
かも経営的、技術的な両面からたゆみなく原価低下の手段方法が講ぜられなければならな
い。
  当所の繊維板工場の例からみると、現在の操業度は 4 月より 12 月迄を平均して 47％で
あるから、操業度が少なくとも 75～85％の操業度に於いて原価低下の諸方法が考えられな
ければならない。
  次に挙げる三、四表は、4 月～12 月まで数字を資料として、生産量と原価との関係を計
算した表と図表である。

第三表



第四図  生産量と製造原価の関係

  この算出された数値から分析すると（生産坪数からすると可能限界は 11.500 坪と考えら
れる）現在の固定費額及び変動費の内容からみると、540 円以下に原価を低下せしめること
は難しい。従って、この時の状態を、原価分析の対象の焦点として、原価の可能低下率を
考えるべきであろう。
  固定費、変動費の個々の原価を要素別に観察して、原価低下の可能性を考察してみよう。
  1 ヶ月間の製造費について、その可能性を考えてみる。生産量は 11.500 坪
          固    定    費    1.695.000 円
          変    動    費    4.415.425 円
          製 造 費 合 計    6.110.425 円
          製  品  原  価       531 円 34
▲ 固定費についてみる。
      維持材料費       44.900
      労  務  費      593.000
        職  員  給     81.154   5人＠16.230
        工  員  給    196.516  16 人＠12.282
        雑      給    261.600  23 人＠11.373
      経      費      653.100
        電  力  料     46.000  基本料金
        原価償却費    551.000  （定額法）
        其の他経費     56.100
      補助部門費      458.000
        ボ イ ラー    245.000
        金      工     50.000
        営      繕     21.000
        電      気     68.000
        福      利     94.000       

 合      計   1.695.000
  労務費について
  生産は 24 時間三交替制で、職員給与、工員給与は月給で固定費であり、日給者について
も作業度の変化に関係なく賃金が支払われるので、労務費のほとんどが固定費である。従
って雑給の 261.600 円を変動費の性格たらしむるべく賃金形態を変える（本数的に日給と
して扱う）と固定費が 261.600 円が減少して変動費 261.600 円増加することになるので、
変動費は製品単位位坪当り 22.75 円増加する。

  経費について
  ほとんどが工場維持のためのものであり、固定的に発生する費用として考えられるもの
で、これ以下に減少せしめることは現在として不可能であろう。

  補助部門費について
  この費用一般に複合的な費用で原価要素でいう材料費とか労務費とか電力料などが一つ
の部門の部門費用として集合されて表現されるものである。
  これは各々の企業内容に依って異なるもので、企業が全体からみて、補助部門を設けね
ばならない程の利用度があり、外注するよりも低廉であり、部門費として費やされる固定
的維持費用が製品原価へ影響を与えるや否やを充分考慮して設けられなければならないも
のである。当所の補助部門についてみると多くの中間試験工場を持っているため、一般普
通の企業では不必要と考えられる程度の補助部門があり、これらの大部分が固定費として
取扱わねばならないので補助部門費の多額が、製造原価を高らしめている大きな原因があ
る。実際に必要な補助部門費額は決め難いため一応当所の補助部門で費やされた費用を全
額対象とした。
  総生産額、工業度に適応した規模の補助部門をもつことが重要なことであり、固定的な
ロスは補助部門費から生れてくることに特に留意しなければならない。



（注）参照
補助部門の配賦基準は；
  ボイラー  フローメーターに依る各部門蒸気消費量比率
  金工    利用作業時間比率、材料費は直接作業部門の修繕材料費として計上する
  営繕



    電  気    設備馬力数比率
    福  利    労務費の支給額比率
  固定費についてみると雑駁な解釈であるが減少せしめ得る額は労務費の 261.600 円で、
其の他の費用については現在としては減少せしめることは難しい。
  固定費は 1.433.400 円に低下せしめ得るだろう。
●変動費についてみる。（第一表参照）
  変動費については、これは工業度の変化如何に拘らず製品単位当りの変動費額は変らな
いものであるから生産量（工業度）の増減と比例的に変化する。したがって変動費を構成
している個々の費用の変化を通じてのみ変動費の総額が変化し、単位当り変動費額も増減
変化するのである。
  第一表の変動費の欄をみて解る通り、繊維板一坪当り変動費は 392 円で物価の変動購入
価格の変化に伴い個々の原価要素の変化があって、単位当り変動費が増減する。
  変動費のうちに占める各原価要素の坪当り変動費額及び％についてみると、原木費が約
25％、薬品費約 13％、蒸気費約 30％、工場用比例消耗品費（補助材料費）が約 18％を占
め約 90％に近い費用が物価変動などの経営外部的な要素に依ってのみ変化する費用である。
従って生産に用いられる物品の購入技術の問題が大きなウェイトを占めているものと考え
られる。又蒸気費 30％の内容についてみると、使用石炭単価 1 トン 2.489 円、発生蒸気 1
トン当り単価 1.472 円、蒸炭比 40.18％である。石炭価格は極めて廉いと思われるが、中間
試験が各工場で一斉に行われることがないために、ボイラーの使用に於いて効率的に使用
することが出来難いためトン当り蒸気価格も他の工業に比べて高くついているのではない
かと考えられる。原木価格についてみても石当り平均 624 円であるから市況からみて妥当
な価格であり、特殊な場合を除いては、500 円以下の原木の入手は難しいであろう。薬品に
ついてみてもソーダー灰はトン当り 21.500 円のを使用しているが、現在では 1 万 4.5 千円
に低っているので、この点で原価を低下し得るも、他の薬品では、殆どが市場価格と大差
がないので低下せしめ得る要索として考え難い。次に約 17％と、原木費、薬品費を凌ぐ比
率を示している補助材料費についてであるが、この費用については大いに注意しなければ
ならない。補助材料費のうち修繕材料費と比例消耗品費などが問題になると考えられる。
修繕材料費は 5.14％で一坪当り 19.73 円、比例消耗費は 9.76％で一坪当り 37.46 円である。
修繕材料費は鉄材、金具その他工場の機械設備などの修繕維持の材料で、新設された工場
に於いては操業開始後、正常運転に移るまではなにかとこの費用がかかるものである。比
例消耗品費は操業度に比例して発生する費用、機械の運転時間に対して概ね比例的に発生
する費用などが含まれている。この費用は変動費として扱うかどうか、固定費として扱う
べきか、明瞭に区分し難い費用が多々あり、費用性格は変動費として処理した。これらの
費用はややもすればその使い方に於いてずさんに費やされ勝ちであるから、最低限におさ
えて原価の低下を図るべきであろう。
  最初に述べたように原価分析の焦点は原価の低下をもたらす可能性のある諸要素を把握
してこれを分析することにあるが、第一表から第四表までと、既述せるところを加味する
と原価低下の可能性の有無がそれぞれのベースに立って理解することが出来るであろう。
  固定費について消極的にみると、1.695.000 円を 1.433.400 円に低下せしめ得る。
  変動費については、薬品のソーダー灰と補助材料費の何％かは低下せしめる可能性があ
ると考えられる。
  現実には生産可能限界、11.500 坪として現有の施設設備能力に於いて、固定費変動費の
内容が不変なりとすれば 530 円以下に原価を低下せしめること不可能ということになる。
  この可能限界に於ける原価 530 円と販売価格及び収支（損益の均衡）均衡などの点にふ
れてみると、現在繊維板厚さ 4mm3 尺×6 尺のもの一坪は大口需要者に対する販売価格を
基準にすると平均 470 円であるから原価以下で販売している訳である。このことは繊維板
の製品価値が市場に於いて、企業採算がとり得るだけの市場性（市場価格）が未だ認めら
れていないということに起因するであろう。
  前述せる原価はあくまで製造原価であって、一般企業にあっては、製造原価に一般管理
費及び販売費や営業外の諸費用（支払利息等）が加算されることになりこれらの大部分は
固定費の性格を持っており原価は更に増加し、企業利潤を考慮に入れると販売価格は可也
高くなくてはならない（それだけの市場性が認められなければならないということであろ
う）。



  繊維板工業といっても当所の繊維板の中間試験工場の概括的な原価分析を考察してみる
と、工場規模によって一概に言い得ない問題ではあるが変動費の面からみると、製品の製
造原価は類似的な用途に用いられる合板製品に比較するとはるかに高くなっている。又原
価低下についても限界が合板製品の原価と同一乃至下げることは不可能であろう。したが
って企業者は経営技術両面の力を結集して、低原価で良品質で且つ価値高き製品を生産す
る諸手段、方法を研究すべきであり



需要者側に於いても、繊維板製品の用途について新しい認識の上に立って考えるべきであ
り、森林資源の高度な合理的利用の面から繊維板工業の育成に協力と関心を払うべきでは
なかろうか。
  今後に於いても更に広範囲に渉り資料を蒐集して分析を行い繊維板工業の本道に於ける
適応性などについて考察してみたい。


